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Ａ．研究目的

わが国では、平成 24 年に内閣府犯罪被害者等

施策推進室より「性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センター(以下ワンストップ支援

センター)開設・運営の手引き」1)が出され、全国

のワンストップ支援センター設置が推進された。

平成 30 年以降、ワンストップ支援センターは全

都道府県に設置され、産婦人科医との連携で、性

暴力被害事実の客観的証明、緊急避妊法の実施、

妊娠や性感染症等の診断治療やケア、児童相談所

の性虐待対応等を含む包括的支援を行っている。

また、日本産婦人科医会より「性犯罪被害者対応

マニュアル」2）、日本産科婦人科学会「産婦人科

診療ガイドライン」3)も策定されるなど、性暴力

被害者に対する医療支援が拡がってきている。日

本産婦人科医会では男性も被害者になりうること

より令和 2 年に「性犯罪・性暴力被害者診療チェ

ックリスト改訂版」4）を刊行したが、これを除く

と想定される被害者はほとんど女性であるため、

男性等の被害者に対する診断指針などは整備され

ていない。 

一方、内閣府「男女間における暴力に関する調

査」（令和 2 年）5）によると、女性 6.9 %、男性

1.0 %が「無理やりに性交等をされた」経験があ

り、その多く(95.2%)は児童期と 20 代での経験で
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あると報告されている。また内閣府「若年層の性

暴力被害の実態に関するオンラインアンケート」

（令和 4 年）6）によると、16～24 歳の男性にお

ける性暴力被害の遭遇率は、身体接触を伴う性暴

力 5.1％、性交を伴う性暴力 2.1％、同年代の X

ジェンダー・ノンバイナリーにおける身体接触を

伴う性暴力 32.2％、性交を伴う性暴力 12.2％と報

告されている。このように男性、性的マイノリテ

ィ、子どもの被害者の存在が明らかになってきた

が、これらの被害者への泌尿器科、外科、小児科

等での診察等対応方法は一部の医療機関を除いて

確立されていない。 

産婦人科医のみならず、泌尿器科医、外科医、

小児科医等多くの医師が支援機関と連携し性暴力

被害者に関わることができれば、ゲートキーパー

となる可能性が高いが、実際には関与する医師は

一部にとどまる。 

本研究では、子ども、男性、トランスジェンダー

など性的マイノリティ（以下性的マイノリティと略

す）を含めたすべての性暴力被害者支援において、

医師等が性暴力ワンストップ支援センター等と連

携し有効な支援を提供する上での現状の課題を把

握し、性暴力被害者に対する診療方法の提示など協

力医師を増やすために対策を明らかにすることを

目的とする。令和4年度は医療機関に勤務する医師

に対し、性暴力被害者支援について現状の課題を把

握するためにアンケート調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

１．対象 

 対象は、医療機関で勤務する医師で、被害者を診

察する可能性が高い医師が所属すると考えられる

日本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本救急医

学会、日本泌尿器科学会、GID（性同一性障害）学

会に承諾を得て会員にアンケートの URL を配信

し、アンケートに回答し研究参加について本人か

らオンラインもしくは文書で同意が得られたもの

を調査対象とした。 

２．調査方法 

 オンラインアンケート調査票はオンラインアン

ケートシステムで作成し、それぞれの学会より会

員メーリングリストを用いてアンケートのURLを

配信してもらった。学会毎の詳細は以下の通りで

ある。 

・日本産科婦人科学会では令和 4 年 12 月 9 日に学

会 HP に掲載とともに、メールアドレス登録会員

約 16,500 名にメール配信し、12 月 10 日より令和

5 年 1 月 20 日までをアンケート回答期間とした。

アンケート回答率を上げるために、HP より全国の

医療機関を検索し、産婦人科医師 5,124 名に郵送

で返信用封筒を同封した紙アンケートとオンライ

ンアンケートの QR コードを郵送し、回答を促し

た。紙とオンラインアンケートの両方に、回答は一

回のみで重複して回答しないようにという注意事

項を記載した。 

・日本小児科学会では令和 4 年 12 月 23 日に学会

HP に掲載とともに、メールアドレス登録会員

5,690 名にメール配信し、12 月 10 日より令和 5 年

2 月 10 日までをアンケート回答期間とした。アン

ケート回答率を上げるために、HP より全国の医療

機関を検索し、小児科医師 860 名に QR コードを

掲載したアンケート回答依頼ハガキを郵送し、回

答を促した。 

・日本泌尿器科学会では令和 4 年 12 月 26 日にメ

ールアドレス登録会員約 8,838 名にメール配信し、

12 月 10 日より令和 5 年 2 月 10 日までをアンケー

ト回答期間とした。アンケート回答率を上げるた

めに、HP より全国の医療機関を検索し、泌尿器科

医師 847 名に QR コードを掲載したアンケート回

答依頼ハガキを郵送し、回答を促した。 

・日本救急医学会では、令和 5 年 2 月 20 日に学会

から提供された全国の救急救命センター長名簿よ

り 296 名にメール配信し、2 月 20 日より 3 月 30

日までをアンケート回答期間とした。アンケート

回答率を上げるために、HP より全国の医療機関を

検索し、救急科医師 501 名に QR コードを掲載し

たアンケート回答依頼ハガキを郵送し、回答を促

した。 

・GID（性同一性障害）学会では令和 5 年 2 月 20

日にメールアドレス登録会員 314 名にメール配信

し、2 月 20 日より 3 月 30 日までをアンケート回

答期間とした。ただし、GID（性同一性学会）会員

で日本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本救急

医学会、日本泌尿器科学会、日本小児外科学会の会

員であり、すでに調査に回答した会員は、重複回答

しないようにという注意事項を記載した。 

・なお令和 5 年 4 月より日本小児外科学会でもア

ンケートを行っているが、まだ回答期間中のため、

今回の結果からは省いている。 

３．調査項目 

調査項目は属性、性暴力に関する知識、性暴力に

関する学習経験、性暴力被害者への支援経験等で

ある（資料 1）。 

４．解析方法 

返信のあった2,001名中、回答が有効であった1,9

40名を分析対象とした（有効回答率97％）。 

各調査項目の回答につき、単純集計のほか、対象

者の属性に基づいた χ 二乗検定を行い評価した。

また各診療科による違いを明らかにするため、診

療科別にも同様の解析を行った。 

分析には統計ソフト IBM SPSS statistics 26.0 J 

for Windows を使用し、有意水準 5 %未満を有意

な差と判定した。 

（倫理面への配慮） 

本調査は、「人を対象とする生命倫理・医学系研

究に関する倫理指針」を遵守して実施する。研究代
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表者の研究機関である島根大学医学部附属病院の

研究倫理委員会に一括審査を申請し、承認を得た

（研究等管理番号 KT20221024-1）。 

 

Ｃ．研究結果（資料2．表参照） 

１．属性 

 診療科別の有効回答数は産婦人科1,184名、小児

科301名、泌尿器科296名、救急科103名、その他5

6名と、産婦人科医師が多かった。回答者における

50歳以上の割合と、診療年数21年以上の割合は診

療科で差がなかったが、女性割合は産婦人科で42.

5%、泌尿器科、救急科でそれぞれ13.5%、8.7%と、

産婦人科で有意に高く、泌尿器科、救急科で有意に

低かった（P<0.001）。大学病院、救急指定公立病

院に勤務する医師の割合は産婦人科で35.8%、小児

科、泌尿器科、救急科でそれぞれ64.8%、62.5%、7

8.6%と、小児科・泌尿器科・救急科で有意に高く、

産婦人科で有意に低かった（P<0.001）。ベッド数

500以上の病院に勤務する医師の割合は産婦人科で

16.5%、泌尿器科、救急科でそれぞれ40.9%、55.3%

と、泌尿器科・救急科で有意に高く、産婦人科で有

意に低かった（P<0.001）。 

２．性暴力に関する知識 

 性暴力の定義を知っている割合は、産婦人科で9

0.7%、泌尿器科で82.7%と、産婦人科で有意に高く、

泌尿器科で有意に低く（P<0.001）、性暴力を見聞

きした割合は、産婦人科で78.9%、小児科、泌尿器

科でそれぞれ63.8%、48.6%と、産婦人科で有意に

高く、小児科、泌尿器科で有意に低かった（P<0.0

01）。ワンストップ支援センターの存在を知ってい

る割合は、産婦人科で74.0%、小児科、泌尿器科救

急科でそれぞれ30.6%、17.7%、20.6%と、産婦人科

で有意に高く、小児科、泌尿器科、救急科で有意に

低かった（P<0.001）。 

 2017年の刑法改正について知っている割合は、

産婦人科で59.8%、小児科、泌尿器科でそれぞれ46.

6%、42.0%と、産婦人科で有意に高く、小児科、泌

尿器科で有意に低かった（P<0.001）。 

３．性暴力に関する学習経験 

 子どもの性暴力被害を学ぶ機会があった割合は、

産婦人科、小児科でそれぞれ42.9%、54.7%、泌尿

器科、救急科でそれぞれ12.6%、18.8%と、産婦人

科、小児科で有意に高く、泌尿器科、救急科で有意

に低かった（P<0.001）。男性の性暴力被害を学ぶ

機会があった割合は、産婦人科で26.2%、泌尿器科

で9.4%と、産婦人科で有意に高く、泌尿器科で有意

に低かった（P<0.001）。性的マイノリティの性暴

力被害を学ぶ機会があった割合は、産婦人科で19.

7%、泌尿器科で13.6%と、産婦人科で有意に高く、

泌尿器科で有意に低かった（P<0.001）。 

４．性暴力被害者の支援について 

 子どもの性暴力被害のサポート体制は十分では

ないと思う割合は、小児科で69.7%、産婦人科、泌

尿器科でそれぞれ57.8%、54.2%と、小児科で有意

に高く、産婦人科、泌尿器科で有意に低かった（P

＝0.001）。男性、性的マイノリティの性暴力被害

のサポート体制は十分ではないと思う割合に有意

差はなかった。 

５．性暴力被害者への支援経験 

 子どもの性暴力被害者に接したことのある割合

は、産婦人科、小児科でそれぞれ31.0%、35.2%、

泌尿器科で6.4%と、産婦人科、小児科で有意に高く、

泌尿器科で有意に低かった（P<0.001）。 男性の

性暴力被害者に接したことのある割合は、泌尿器科、

救急科でそれぞれ6.1%、11.3%、産婦人科で2.3%と、

泌尿器科、救急科で有意に高く、産婦人科で有意に

低かった（P<0.001）。性的マイノリティの性暴力

被害者に接したことのある割合は、産婦人科、泌尿

器科、救急科でそれぞれ3.2%、2.9％、5.1%、小児

科で0.7%と、小児科で有意に低かった（P<0.001）。 

 

Ｄ．考察 

１．性暴力被害に関する教育について 

本研究において、性暴力に関する知識は、産婦人

科で高く、泌尿器科、小児科で低かった。またワン

ストップ支援センターの知識は、産婦人科で高く、

小児科、泌尿器科、救急科で低かった。性暴力被害

に関する学習経験は、子どもについては産婦人科、

小児科の約半数で学ぶ機会があったと答えている

ものの、泌尿器科や救急科では2割弱であった。男

性や性的マイノリティの被害についてはさらに学

習経験が低かった。 

産婦人科においては、平成17年に犯罪被害者等基

本法が施行に際し、産婦人科医会等が性犯罪被害者

に対する緊急避妊等の支援事業について警察庁等

と話し合い、産婦人科医師に対して診察・支援方法

についての情報提供やガイドラインによる教育機

会が提供されてきた2,3,４）。とくにワンストップ支援

センターについては、支援内容に産婦人科医療が入

っていることより、産婦人科医師にとっては目にす

る機会が多いと考えられる。小児科においては、「子

どもの虐待診療」の中で、性虐待として取り扱われ

ている。日本小児科学会は平成19年に「子ども虐待

診療の手引き」を作成し、現在第3版7)が発刊されて

いる。令和2年には産婦人科医会からの依頼により、

性機能学会8）も会員に対するアンケート調査を行っ

ており、男性の被害者に対する支援について検討を

始めている。 

性暴力被害者は、救急外来や泌尿器科外来など多

くの診療科を訪れる可能性がある。子ども、男性、

性的マイノリティを含めた性暴力被害者の医療支

援を行うためには、医学教育の中ですべての医学生

が学ぶ必要がある。また近年、子ども、男性、性的

マイノリティの被害者からの相談を受けるワンス

トップ支援センターもみられている。泌尿器科、小

児科、救急科等において学会等を通じた教育機会の
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提供が必要である。 

２．性暴力被害者への支援について 

 子どもの性暴力被害者の支援経験は、産婦人科、

小児科で約3割にあった。男性、性的マイノリティ

の性暴力被害者の支援経験は低かった。性暴力被害

者の診療においては、創傷や感染症の診察だけでな

く、証拠となる詳細なカルテ記載や検体採取が必要

となる。子ども、男性、性的マイノリティの被害者

に対応できる医師を増やすためには、被害者が受診

した時に必要不可欠な診療や対応ができるように、

チェックリストや診療マニュアルが必要である。 

また内閣府の調査6）によると、「男性が性暴力被

害を相談できなかったとするケースは 5 割超と女

性よりも多いため、なかなか支援につながらない」

ことが報告されている。さらに「被害後に生活の変

化がみられたと回答した男性の被害者では、自分に

自信がなくなった、眠れなくなった、誰のことも信

じられなくなった、人づきあいがうまくいかなくな

った等が多い」と、被害後にメンタルヘルスへの影

響も指摘されている。医療機関を受診した男性や性

的マイノリティの被害者には、ワンストップ支援セ

ンターと連携し、カウンセリングや法的支援につな

げることが重要である。 

本研究では、子ども、男性、性的マイノリティ、

の性暴力被害者に対して支援経験のある医師を対

象に、支援内容の詳細を尋ねる2次調査を行ってい

る。今後、2次調査やインタビュー調査を行い、子

ども、男性、性的マイノリティの被害者に対する医

療支援の実態を明らかにし、チェックリストや診療

マニュアルを作成する予定である。 

３．本研究の限界 

本研究では、各学会の承認を得て、学会メーリン

グリストよりアンケートを送付し、アンケート回答

依頼ハガキ等を送付しアンケート回答率を上げる

努力を行ったが、回答率が低かった。これより性暴

力被害者支援について関心のある医師が回答した

というバイアスがかかっている可能性は高い。 

また、小児科・泌尿器科・救急科では大学病院、

救急指定公立病院など大病院に勤務する医師の割

合が高い。一方で、産婦人科ではすでにワンストッ

プ支援センターの中で複数施設の連携システムが

できているため、小規模病院や開業医が多い。その

ため訪れる患者の層が異なる可能性がある。しかし、

今回複数の診療科において同一のアンケートを行

ったことは、性暴力被害者に対する医療支援の現状

と課題を把握するために意義がある。今後、より多

くの診療科や医療機関での調査が望まれる。 

 

Ｅ．結論 

 本研究より、多くの医師が性暴力被害者に対する

知識が乏しく、ワンストップ支援センターと連携し

ていない現状が明らかになった。今後、医学教育や

学会等において、性暴力被害者支援についての教育

を提供する必要性が示唆された。また子ども、男性、

性的マイノリティの被害者に対するチェックリス

トや診療マニュアルなど診療体制の整備が急務で

ある。 
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表．医療機関における性暴力被害者への支援について 診療科別の回答 

 
※1 χ二乗検定により有意確率 p 値を求めた 

※2 質問.サポート体制は十分だと思いますか？  

1.はい 2.いいえ 3.わからない のうち「２.いいえ」の割合 

   χ二乗検定は上記回答の 3 区分で実施 

※3 質問.性暴力被害者に接触したことはありますか？  

1.はい 2.いいえ 3.おぼえていない 4.答えたくない のうち「1.はい」の割合 

     χ二乗検定は、上記回答の 3.と 4.を集約した 3 区分で実施 

 
 
 
 
 
  

  産婦人科 小児科 泌尿器科 救急科 その他 合計 p 値※1 

配信数 16,500 5,690 8,838 501 314 31,843  

回答数 1,225 313 301 105 57 2,001  

有効回答数 1,184  301  296  103  56  1,940    

50 代以上（％） 63.6  65.8  61.5  66.0  46.4  63.3  0.076 

女性割合（％） 42.5  29.2  13.5  8.7  23.2  33.7  ＜0.001 

診療年数 21 年以上の割合 (%) 69.7  72.1  70.9  75.7  57.1  70.2  0.146 

大学病院、救急指定公立病院の割合（％） 35.8  64.8  62.5  78.6  50.0  47.1  ＜0.001 

ベッド数 500 以上の割合 (%) 16.5  26.2  40.9  55.3  32.1  24.3  ＜0.001 

性暴力の定義を知っている割合 (%) 90.7  86.4  82.7  86.4  80.4  88.3  ＜0.001 

性暴力を見聞きした割合 (%) 78.9  63.8  48.6  72.8  58.9  71.0  ＜0.001 

ワンストップ支援センターの存在を知っている割合 (%) 74.0  30.6  17.7  20.6  32.7  54.8  ＜0.001 

存在を知っているとしたうちで、ワンストップ支援センターの支援内容を

知っている割合(%) 

59.8  35.2  17.6  38.1  23.5  54.6  ＜0.001 

2017 年の刑法改正について知っている割合 (%) 59.8  46.6  42.0  52.5  45.1  54.3  ＜0.001 

子どもの性暴力被害を学ぶ機会があった割合(%) 42.9  54.7  12.6  25.7  35.3  39.1  ＜0.001 

男性の性暴力被害を学ぶ機会があった割合(%) 26.2  23.4  13.6  18.8  31.4  23.6  ＜0.001 

性的マイノリティの性暴力被害を学ぶ機会があった割合(%) 19.7  13.9  9.4  13.0  31.4  17.2  ＜0.001 

子どもの性暴力被害のサポート体制は十分ではないと思う割合(%) 
 

57.8  69.7  54.2  66.7  70.6  59.9  0.001 

男性の性暴力被害のサポート体制は十分ではないと思う割合(%) 44.7  45.4  40.8  53.5  56.0  45.0  0.058 

性的マイノリティの性暴力被害のサポート体制は十分ではないと思う割合

(%) 

41.3  45.7  37.0  49.5  59.2  42.2  0.008 

子どもの性暴力被害者に接したことのある割合(%) 31.0  35.2  6.4  19.4  26.1  27.2  ＜0.001 

男性の性暴力被害者に接したことのある割合(%)        2.3  2.8  6.1  11.3  10.9  3.6  ＜0.001 

性的マイノリティの性暴力被害者に接したことのある割合(%) 3.2  0.7  2.9  5.1  10.6  3.1  ＜0.001 

 

※2 

※3 


